
「特定包括輸出許可及び特定包括役務取引許可申請の手続等について（お知らせ）」の一部改正について

新旧対照表 （傍線部分が改正部分）

改 正 案 現 行

一般包括輸出許可等取扱要領（平成６年３月１８日付け６貿第２１ 一般包括輸出許可等取扱要領（平成６年３月１８日付け６貿第２１

１号輸出注意事項６第６号）及び特定包括輸出許可等について（平成 １号輸出注意事項６第６号）及び特定包括輸出許可等について（平成

８年９月６日付け８貿局第３７６号輸出注意事項８第２２号。以下「 ８年９月６日付け８貿局第３７６号輸出注意事項８第２２号）に係る

特定包括許可運用」という。）に係る特定包括輸出許可又は特定包括 特定包括輸出許可又は特定包括役務取引許可（以下「特定包括許可」

役務取引許可（以下「特定包括許可」という。）の申請を行う場合の という。）の申請を行う場合の手続等の詳細については、平成８年９

手続等の詳細については、平成８年９月１３日から下記のとおり取り 月１３日から下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせし

扱うこととしましたので、お知らせします。 ます。

なお、平成６年６月２９日付け「特定包括輸出許可・承認及び特定 なお、平成６年６月２９日付け「特定包括輸出許可・承認及び特定

包括役務取引許可申請の手続について（お知らせ）」は、平成８年９ 包括役務取引許可申請の手続について（お知らせ）」は、平成８年９

月１２日限り、廃止します。 月１２日限り、廃止します。

記 記

１ 申請 １ 申請

(1) 申請窓口 (1) 申請窓口

特定包括許可については、経済産業省貿易経済協力局貿易管理 特定包括許可については、経済産業省貿易経済協力局貿易管理

部安全保障貿易審査課に申請して下さい。 部安全保障貿易審査課に申請して下さい。

なお、申請者の要件である輸出関連法規（役務取引関連法規を含 なお、申請者の要件である輸出関連法規（役務取引関連法規を含

む。）の遵守に関する内部規程（以下「コンプライアンス・プロ む。）の遵守に関する内部規程（以下「コンプライアンス・プロ

グラム」という。）の適切な整備及びその確実な実施を確認する グラム」という。）の適切な整備及びその確実な実施を確認する

ため、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易管理課 ため、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易管理課

安全保障貿易検査官室が実地の調査を行うこととなっていますが 安全保障貿易検査官室が実地の調査を行うこととなっていますが

、申請に先だって、実地の調査を受けることができます。 、申請に先だって、実地の調査を受けることができます。

また、輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号。以下「輸

出令」という。）別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物に係る

特定包括輸出許可申請のとき又は外国為替令（昭和５５年政令第

２６０号。以下「外為令」という。）別表の１６の項の中欄に掲



げる技術に係る特定包括役務取引許可申請のときは安全保障貿易

検査官室が行う実地の調査は省略しますが、事後的にこれを行う

ことがあります。

(2) 申請に必要な書類 (2) 申請に必要な書類

①～④ （略） ①～④ （略）

⑤ 輸出令別表第１の２から１４までの項の中欄に掲げる貨物に ⑤ 輸出令別表第１の２から１４まで若しくは１６の項の中欄に

係る特定包括輸出許可申請又は外為令別表の２から１４までの 掲げる貨物に係る特定包括輸出許可申請又は外為令別表の２か

項の中欄に掲げる技術に係る特定包括役務取引許可申請の場合 ら１４まで若しくは１６の項の中欄に掲げる技術に係る特定包

にあっては、輸入者（買主及び荷受人をいう。以下同じ。輸入 括役務取引許可申請の場合にあっては、輸入者（買主及び荷受

者と需要者（輸出された貨物を費消し、又は加工するものをい 人をいう。以下同じ。輸入者と需要者（輸出された貨物を費消

う。以下同じ。）が異なる場合にあっては需要者を含む。）又 し、又は加工するものをいう。以下同じ。）が異なる場合にあ

は取引の相手方（取引の相手方と利用する者（その取引に係る っては需要者を含む。）又は取引の相手方（取引の相手方と利

技術の提供を受けて利用する者をいう。）が異なる場合にあっ 用する者（その取引に係る技術の提供を受けて利用する者をい

ては利用する者を含む。）の概要の説明書等（平成４年７月３ う。）が異なる場合にあっては利用する者を含む。）の概要の

１日付け４貿局第２８３号「大量破壊兵器関連貨物・技術の輸 説明書等（平成４年７月３１日付け４貿局第２８３号「大量破

出管理について」（以下「大量破壊兵器通達」という。）の別 壊兵器関連貨物・技術の輸出管理について」（以下「大量破壊

記３の１に従った書類。以下同じ。） １通 兵器通達」という。）の別記３の１に従った書類。以下同じ。

） １通

⑥ （略） ⑥ （略）

⑦ 輸出令別表第１の２から４までの項の中欄に掲げる貨物又は ⑦ 輸出令別表第１の２から４までの項の中欄に掲げる貨物又は

外為令別表の２から４までの項の中欄に掲げる技術を対象とす 外為令別表の２から４までの項の中欄に掲げる技術を対象とす

る場合には、特定包括許可運用の１の(4)の(ｲ)の(a)に掲げる る場合には、１の(4)の(ｲ)の(a)に掲げる需要者又は利用する

需要者又は利用する者の誓約書原本及び写し、特定包括許可運 者の誓約書原本及び写し、１の(4)の(ﾛ)の(a)に掲げる輸入者

用の１の(4)の(ﾛ)の(a)に掲げる輸入者又は取引の相手方（輸 又は取引の相手方（輸入者と需要者が異なる場合又は取引の相

入者と需要者が異なる場合又は取引の相手方と利用する者が異 手方と利用する者が異なる場合）の誓約書原本及び写し並びに

なる場合）の誓約書原本及び写し並びに需要者若しくは利用す 需要者若しくは利用する者が再販売、再移転若しくは再輸出若

る者から再販売、再移転若しくは再輸出若しくは技術の再提供 しくは技術の再提供を行う場合又は輸入者若しくは取引の相手

を行うための事前同意を求められた場合又は輸入者若しくは取 方（輸入者と需要者が異なる場合又は取引の相手方と利用する

引の相手方（輸入者と需要者が異なる場合又は取引の相手方と 者が異なる場合）が、確定している需要者若しくは利用する者

利用者が異なる場合）から確定している需要者若しくは利用す （需要者又は利用する者の名称を記載）以外の者に再販売、再

る者（需要者又は利用する者の名称を記載）以外の者に再販売 移転若しくは再輸出若しくは技術の再提供を行う場合には、経

、再移転若しくは再輸出若しくは技術の再提供を行うための事 済産業省の事前同意を得る、旨の申請者の誓約書原本１通。な



前同意を求められた場合には、経済産業省の事前同意を得る及 お、需要者（利用する者）又は輸入者（取引の相手方）の誓約

び需要者若しくは利用する者又は輸入者若しくは取引の相手方 書原本は、内容を確認後返却します。

（輸入者と需要者が異なる場合又は取引の相手方と利用者が異

なる場合）が誓約書に違反したことを知った場合には、直ちに

、経済産業省に報告する、旨の申請者の誓約書原本１通。なお

、需要者（利用する者）又は輸入者（取引の相手方）の誓約書

原本は、内容を確認後返却します。

輸出令別表第１の５から１４までの項の中欄に掲げる貨物又 輸出令別表第１の５から１４までの項の中欄に掲げる貨物又

は外為令別表の５から１４までの項の中欄に掲げる技術を対象 は外為令別表の５から１４までの項の中欄に掲げる技術を対象

とする場合には､特定包括許可運用の１の(4)の(ｲ)の(b)に掲げ とする場合には､１の(4)の(ｲ)の(b)に掲げる需要者又は利用す

る需要者又は利用する者の誓約書原本及び写し、特定包括許可 る者の誓約書原本及び写し、１の(4)の(ﾛ)の(b)に掲げる輸入

運用の１の(4)の(ﾛ)の(b)に掲げる輸入者又は取引の相手方（ 者又は取引の相手方（輸入者と需要者が異なる場合又は取引の

輸入者と需要者が異なる場合又は取引の相手方と利用する者が 相手方と利用する者が異なる場合）の誓約書原本及び写し並び

異なる場合）の誓約書原本及び写し並びに需要者若しくは利用 に需要者若しくは利用する者が再販売、再移転若しくは再輸出

する者から再販売、再移転若しくは再輸出若しくは技術の再提 若しくは技術の再提供を行う場合又は輸入者若しくは取引の相

供を行うための事前同意を求められた場合又は輸入者若しくは 手方（輸入者と需要者が異なる場合又は取引の相手方と利用す

取引の相手方（輸入者と需要者が異なる場合又は取引の相手方 る者が異なる場合）が、確定している需要者若しくは利用する

と利用する者が異なる場合）から確定している需要者若しくは 者（需要者又は利用する者の名称を記載）以外の者に再販売、

利用する者（需要者又は利用する者の名称を記載）以外の者に 再移転若しくは再輸出若しくは技術の再提供を行う場合には、

再販売、再移転若しくは再輸出若しくは技術の再提供を行うた 経済産業省の事前同意を得る、旨の申請者の誓約書原本１通。

めの事前同意を求められた場合には、経済産業省の事前同意を なお、需要者（利用する者）又は輸入者（取引の相手方）の誓

得る及び需要者若しくは利用する者又は輸入者若しくは取引の 約書原本は、内容を確認後返却します。

相手方（輸入者と需要者が異なる場合又は取引の相手方と利用

者が異なる場合）が誓約書に違反したことを知った場合には、

直ちに、経済産業省に報告する、旨の申請者の誓約書原本１通

。なお、需要者（利用する者）又は輸入者（取引の相手方）の

誓約書原本は、内容を確認後返却します。

輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物又は外為令別

表の１６の項の中欄に掲げる技術を対象とする場合には、１の

(4)の(ｲ)の(c)に掲げる需要者又は利用する者の誓約書原本及

び写し、１の(4)の(ﾛ)の(c)に掲げる輸入者又は取引の相手方

（輸入者と需要者が異なる場合又は取引の相手方と利用する者



が異なる場合）の誓約書原本及び写し並びに需要者若しくは利

用する者が再販売、再移転若しくは再輸出若しくは技術の再提

供を行う場合又は輸入者若しくは取引の相手方（輸入者と需要

者が異なる場合又は取引の相手方と利用する者が異なる場合）

が、確定している需要者若しくは利用する者（需要者又は利用

する者の名称を記載）以外の者に再販売、再移転若しくは再輸

出若しくは技術の再提供を行う場合には、経済産業省の事前同

意を得る、旨の申請者の誓約書原本１通。なお、需要者（利用

する者）又は輸入者（取引の相手方）の誓約書原本は、内容を

確認後返却します。

⑧ 輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物又は外為令別

表の１６の項の中欄に掲げる技術を対象とする場合には、その

貨物の輸出又は技術の提供を目的とする取引に関し、「輸出貨

物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を

定める省令」（平成８年通商産業省令第１６号。以下「核兵器

等開発等省令」という。）又は「貿易関係貿易外取引等に関す

る省令第９条第１項第４号イの規定に基づき経済産業大臣が告

示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために

利用されるおそれがある場合を定める件」（平成１２年通商産

業省告示第７４８号。以下「核兵器等開発等告示」という。）

の規定（第２号、第３号、第５号又は第６号に限る。以下同じ

。）に該当することを示す次のいずれかの書類。

a 契約書の場合

核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の規定に該当

する箇所の写し １通

b 輸出又は取引を行おうとする者が入手した文書の場合

当該文書の名称、入手時期、入手先、入手経緯及び核兵器

等開発等省令又は核兵器等開発等告示の規定に該当する内容

を記載した説明書並びに核兵器等開発等省令又は核兵器等開

発等告示の規定に該当する箇所の写し 各１通

c 輸出又は取引を行おうとする者が入手した記録媒体の場合

当該記録媒体の種類、入手時期、入手先、入手経緯及び核



兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の規定に該当する

内容を記載した説明書 １通

d 輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人又は取引の

相手方若しくは利用する者若しくはこれらの代理人から受け

た連絡の場合

当該連絡の方法、受けた時期、連絡者、受けた経緯及び核

兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の規定に該当する

内容を記載した説明書 １通

⑨ 輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物又は外為令別

表の１６の項の中欄に掲げる技術を対象とする場合には、当該

貨物又は当該技術の最終用途（核兵器等の開発等のために用い

られないこと）を示す書類１通。ただし、当該書類が存在する

場合に限ります。

⑧ （略） ⑩ （略）

(3) （略） (3) （略）

２（略） ２ （略）

３ 特定包括許可の変更 ３ 特定包括許可の変更

特定包括許可の事項のうち、申請者名若しくはその住所について 特定包括許可の事項のうち、申請者名若しくはその住所について

変更が生じたとき又は取引の内容を変更しようとするときは、新た 変更が生じたとき又は取引の内容を変更しようとするときは、新た

に特定包括許可の申請を行い、経済産業大臣の許可を受けなければ に特定包括許可の申請を行い、経済産業大臣の許可を受けなければ

なりません。それらの手続は、１及び２に準じますが、変更しよう なりません。それらの手続は、１及び２に準じますが、変更しよう

とする内容によって申請に必要な書類が以下のように一部異なりま とする内容によって申請に必要な書類が以下のように一部異なりま

すので注意してください。また、変更に係る新たな特定包括許可の すので注意してください。また、変更に係る新たな特定包括許可の

申請を行うときは、既に発行された特定包括輸出許可証又は特定包 申請を行うときは、既に発行された特定包括輸出許可証又は特定包

括役務取引許可証（以下「原許可証」という。）を申請窓口に提示 括役務取引許可証（以下「原許可証」という。）を申請窓口に提示

してください。原許可証は、内容を確認したのち、申請者に返却し してください。原許可証は、内容を確認したのち、申請者に返却し

ます。 ます。

(1) （略） (1) （略）

(2) 輸入者、需要者、取引の相手方又は利用する者を追加しようと (2) 輸入者、需要者、取引の相手方又は利用する者を追加しようと

するとき。 するとき。



①～⑤ （略） ①～⑤ （略）

⑥ 輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物又は外為令別

表の１６の項の中欄に掲げる技術を対象とする場合には、その

貨物の輸出又は技術の提供を目的とする取引に関し、核兵器等

開発等省令又は核兵器等開発等告示の規定に該当することを示

すいずれかの書類（１の(2)の⑧に同じ。）１通

⑦ 輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物又は外為令別

表の１６の項の中欄に掲げる技術を対象とする場合には、当該

貨物又は当該技術の最終用途を示す書類（１の(2)の⑨に同じ

。）１通。ただし、当該書類が存在する場合に限ります。

⑥ （略） ⑧ （略）

⑦ （略） ⑨ （略）

なお、③から⑤までは、対象となる輸入者、取引の相手方、需 なお、③から⑦までは、対象となる輸入者、取引の相手方、需

要者又は利用する者に係るもののみ提出してください。 要者又は利用する者に係るもののみ提出してください。

(3) （略） (3) （略）

(4) 許可を受けた輸出に係る貨物又は役務取引の内容について変更 (4) 許可を受けた輸出に係る貨物又は役務取引の内容について変更

しようとするとき。 しようとするとき。

①・② （略） ①・② （略）

③ 輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物又は外為令別

表の１６の項の中欄に掲げる技術を対象とする場合には、その

貨物の輸出又は技術の提供を目的とする取引に関し、核兵器等

開発等省令又は核兵器等開発等告示の規定に該当することを示

すいずれかの書類（１の(2)の⑧に同じ。） １通

④ 輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物又は外為令別

表の１６の項の中欄に掲げる技術を対象とする場合には、当該

貨物又は当該技術の最終用途を示す書類（１の(2)の⑨に同じ

。）１通。ただし、当該書類が存在する場合に限ります。

③ （略） ⑤ （略）

④ （略） ⑥ （略）

(5)～(8) （略） (5)～(8) （略）

４ 特定包括許可の更新 ４ 特定包括許可の更新



(1) 特定包括許可を更新しようとするときは、更新しようとする特 (1) 特定包括許可を更新しようとするときは、更新しようとする特

定包括許可の有効期間の末日の３月前の日から１月前の日までの 定包括許可の有効期間の末日の３月前の日から１月前の日までの

間に、次の書類を申請窓口に提出してください。また、更新に係 間に、次の書類を申請窓口に提出してください。また、更新に係

る特定包括許可の申請を行うときは、原許可証を申請窓口に提示 る特定包括許可の申請を行うときは、原許可証を申請窓口に提示

してください。原許可証は、内容を確認したのち、申請者に返却 してください。原許可証は、内容を確認したのち、申請者に返却

します。 します。

①～⑥ （略） ①～⑥ （略）

⑦ 輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物又は外為令別

表の１６の項の中欄に掲げる技術を対象とする場合には、その

貨物の輸出又は技術の提供を目的とする取引に関し、核兵器等

開発等省令又は核兵器等開発等告示の規定に該当することを示

す書類（１の(2)の⑧に同じ。）１通

⑧ 輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物又は外為令別

表の１６の項の中欄に掲げる技術を対象とする場合には、当該

貨物又は当該技術の最終用途を示す書類（１の(2)の⑨に同じ

。）１通。ただし、当該書類が存在する場合に限ります。

⑦ （略） ⑨ （略）

⑧ （略） ⑩ （略）

⑨ （略） ⑪ （略）

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略）

５～８ （略） ５～８ （略）

９ 実績の報告 ９ 実績の報告

特定包括許可を受けた者は当該許可に係る輸出又は取引の年間（ 特定包括許可を受けた者は当該許可に係る輸出又は取引の年間（

暦年）の実績をその実績に係る年の翌年１月末までに報告してくだ 暦年）の実績をその実績に係る年の翌年１月末までに報告してくだ

さい。 さい。ただし、輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物に係

る特定包括輸出許可及び外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術

に係る特定包括役務取引許可については、更新時を除いて実績の報

告の必要はありません。

報告の内容は、仕向地又は提供地別に、特定包括輸出許可にあっ 報告の内容は、仕向地又は提供地別に、特定包括輸出許可にあっ

ては当該許可に係る輸出令別表第１の２の項、３の項、３の２の項 ては当該許可に係る輸出令別表第１の２の項、３の項、３の２の項



、４の項及び５から１４までの項の中欄の括弧の番号別の貨物の輸 、４の項及び５から１４までの項の中欄の括弧の番号別の貨物の輸

出の通関回数及び合計金額（ＵＳ＄）、特定包括役務取引許可にあ 出の通関回数及び合計金額（ＵＳ＄）、特定包括役務取引許可にあ

っては当該許可に係る外為令別表の２の項、３の項、４の項及び５ っては当該許可に係る外為令別表の２の項、３の項、４の項及び５

から１４までの項の中欄の括弧の番号別の技術の提供の回数（契約 から１４までの項の中欄の括弧の番号別の技術の提供の回数（契約

数）及び合計金額（ＵＳ＄）です。 数）及び合計金額（ＵＳ＄）です。

また、無償で輸出される許可対象貨物にあっては、輸出申告書の また、無償で輸出される許可対象貨物にあっては、輸出申告書の

「申告価格（Ｆ．Ｏ．Ｂ）」の欄に記載した当該貨物の金額を輸出 「申告価格（Ｆ．Ｏ．Ｂ）」の欄に記載した当該貨物の金額を輸出

時における換算率（毎月貿易局が公表する「輸出及び輸入関係書類 時における換算率（毎月貿易局が公表する「輸出及び輸入関係書類

に記載すべきアメリカ合衆国通貨への換算率について」を使用）に に記載すべきアメリカ合衆国通貨への換算率について」を使用）に

よりアメリカ合衆国通貨に換算して算入してください。 よりアメリカ合衆国通貨に換算して算入してください。

なお、一回で複数の貨物の輸出又は技術の提供を行う場合におい なお、一回で複数の貨物の輸出又は技術の提供を行う場合におい

て、貨物又は技術が輸出令又は外為令の複数の項の中欄の括弧の番 て、貨物又は技術が輸出令又は外為令の複数の項の中欄の括弧の番

号にわたり、かつ、金額内訳が明らかでないときは、金額の大きい 号にわたり、かつ、金額内訳が明らかでないときは、金額の大きい

方の貨物又は技術の欄（金額が同額の場合は項番号・括弧番号の小 方の貨物又は技術の欄（金額が同額の場合は項番号・括弧番号の小

さい方の欄）に記入してください。（参考様式９参照）。 さい方の欄）に記入してください。（参考様式９参照）。

更に、一回で複数の貨物の輸出又は技術の提供を行う場合におい 更に、一回で複数の貨物の輸出又は技術の提供を行う場合におい

て、輸出令別表第１又は外為令別表に該当するものと該当しないも て、輸出令別表第１又は外為令別表に該当するものと該当しないも

のが含まれ、かつ、該当するものと該当しないものの金額内訳が明 のが含まれ、かつ、該当するものと該当しないものの金額内訳が明

らかでないときは、該当しないものも含む価額として結構です。 らかでないときは、該当しないものも含む価額として結構です。

更新時の利用実績を示す書類については、上記の年間の実績報告 更新時の利用実績を示す書類については、上記の年間の実績報告

に更新申請時点までの利用実績を加えたものでも結構です。 に更新申請時点までの利用実績を加えたものでも結構です。

１０ （略） １０ （略）

別紙 （略） 別紙 （略）

（記載例） （略） （記載例） （略）

（参考様式１） （略） （参考様式１） （略）

（参考様式２） （参考様式２）

年 月 日 年 月 日



特定包括輸出許可（特定包括役務取引許可）申請理由書 特定包括輸出許可（特定包括役務取引許可）申請理由書

経済産業大臣 殿 経済産業大臣 殿

申請者名 申請者名

記名押印 記名押印

又は署名 又は署名

住 所 住 所

電話番号（担当） 電話番号（担当）

下記のとおり、特定包括輸出許可（特定包括役務取引許可）を申請 下記のとおり、特定包括輸出許可（特定包括役務取引許可）を申請

します。 します。

記 記

１．申請理由 １．申請理由

２．輸入者又は取引の相手方及び需要者又は利用する者の概要 ２．輸入者又は取引の相手方及び需要者又は利用する者の概要

（買主又は取引の相手方） 名称： （買主又は取引の相手方） 名称：

住所： 住所：

（荷受人） 名称： （荷受人） 名称：

住所： 住所：

（需要者又は利用する者） 名称： （需要者又は利用する者） 名称：

住所： 住所：

３．申請に係る貨物（技術）の範囲 ３．申請に係る貨物（技術）の範囲

（輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物に係る特定包括輸出

許可申請又は外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術に係る特定

包括役務取引許可申請の場合）

４．核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の該当規定（該当号



の 欄にレ印を記入のこと。）

第２号 第３号 第５号 第６号

（参考様式３） （参考様式３）

年 月 日 年 月 日

特定包括輸出許可及び特定包括輸出許可証分割申請理由書 特定包括輸出許可及び特定包括輸出許可証分割申請理由書

経済産業大臣 殿 経済産業大臣 殿

申請者名 申請者名

記名押印 記名押印

又は署名 又は署名

住 所 住 所

電話番号（担当） 電話番号（担当）

下記のとおり、特定包括輸出許可及び特定包括輸出許可証の分割を 下記のとおり、特定包括輸出許可及び特定包括輸出許可証の分割を

申請します。 申請します。

記 記

１．申請理由 １．申請理由

２．輸入者及び需要者の概要 ２．輸入者及び需要者の概要

（買主） 名称： （買主） 名称：

住所： 住所：

（荷受人） 名称： （荷受人） 名称：

住所： 住所：

（需要者） 名称： （需要者） 名称：

住所： 住所：

３．申請に係る貨物の範囲 ３．申請に係る貨物の範囲



４．分割を必要とする理由 ４．分割を必要とする理由

５．必要通数 ５．必要通数

（輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物に係る特定包括輸出

許可申請又は外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術に係る特定

包括役務取引許可申請の場合）

６．核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の該当規定（該当号

の 欄にレ印を記入のこと。）

第２号 第３号 第５号 第６号

（参考様式４） （略） （参考様式４） （略）

（参考様式５） （参考様式５）

年 月 日 年 月 日

特定包括輸出許可（特定包括役務取引許可）の変更に係る申請理由書 特定包括輸出許可（特定包括役務取引許可）の変更に係る申請理由書

経済産業大臣 殿 経済産業大臣 殿

申請者名 申請者名

記名押印 記名押印

又は署名 又は署名

住 所 住 所

電話番号（担当） 電話番号（担当）

既に発行された特定包括輸出許可（特定包括役務取引許可）につい 既に発行された特定包括輸出許可（特定包括役務取引許可）につい

て、下記のとおり変更が生じましたので、新たに特定包括輸出許可（ て、下記のとおり変更が生じましたので、新たに特定包括輸出許可（

特定包括役務取引許可）を申請します。 特定包括役務取引許可）を申請します。

記 記



１．変更理由 １．変更理由

２．変更を要する許可番号 ２．変更を要する許可番号

３．変更事項 ３．変更事項

４．分割を必要とする理由 ４．分割を必要とする理由

５．必要通数 ５．必要通数

（輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物に係る特定包括輸出

許可申請又は外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術に係る特定

包括役務取引許可申請の場合）

６．核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の該当規定（該当号

の 欄にレ印を記入のこと。）

第２号 第３号 第５号 第６号

（参考様式６） （参考様式６）

年 月 日 年 月 日

特定包括輸出許可（特定包括役務取引許可）の更新に係る申請理由書 特定包括輸出許可（特定包括役務取引許可）の更新に係る申請理由書

経済産業大臣 殿 経済産業大臣 殿

申請者名 申請者名

記名押印 記名押印

又は署名 又は署名

住 所 住 所

電話番号（担当） 電話番号（担当）

下記のとおり、特定包括輸出許可（特定包括役務取引許可）に係る 下記のとおり、特定包括輸出許可（特定包括役務取引許可）に係る



更新を申請します。 更新を申請します。

記 記

１．更新理由 １．更新理由

２．更新する許可番号 ２．更新する許可番号

３．分割を必要とする理由 ３．分割を必要とする理由

４．必要通数 ４．必要通数

（輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物に係る特定包括輸出

許可申請又は外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術に係る特定

包括役務取引許可申請の場合）

５．核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の該当規定（該当号

の 欄にレ印を記入のこと。）

第２号 第３号 第５号 第６号

（参考様式７）～（参考様式９） （略） （参考様式７）～（参考様式９） （略）


